
 

 第 12 次第１回横浜市消費生活審議会 

議事次第 

 
 
                   平成 30年 12月 10日（月) 午前 10時～ 

                    関内中央ビル ５階特別会議室 

 

 

１  開  会 

 

２ 議  題 

(1) 会長・副会長の選出について 

(2) 会議録確認者の選出について 

(3) 第 12次横浜市消費生活審議会の運営について 

  ア 第 12次横浜市消費生活審議会部会構成（案） 

イ 第 12次横浜市消費生活審議会のテーマ（案） 

  ウ 第 12次横浜市消費生活審議会委員所属部会（案） 

  エ 第 12次横浜市消費生活審議会スケジュール（案） 

(4) その他 

 

３ 閉  会 

 

【資料】 

資料１  第 12次横浜市消費生活審議会委員名簿 

資料２  第 12次横浜市消費生活審議会の運営について 

資料３  若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム 
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第12次横浜市消費生活審議会 部会構成（案） 

 

 

 

 
    
 【構 成】20名以内 第 12次審議会：19名（学識経験者８名、消費者５名、事業者６名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 部会構成員：委員10人以内をもって組織する（消費生活条例施行規則第３条第４項）。

【役割】（横浜市消費生活条例より抜粋） 

第 7 条 市長の諮問に応じ、消費生活に関する重要な事項を調査審議し、消費者被害の救

済に関するあっせん及び調停を行い、並びに消費者の消費生活に係る訴訟の援助に関す

る事項を調査審議するため、市長の附属機関として、横浜市消費生活審議会(以下「審

議会」という。)を置く。 

2 審議会は、消費生活に関する重要な事項について、市長に意見を述べることができる。 

第 12次 横浜市消費生活審議会 
 
 

消費者被害救済部会  

 
市長の付託により紛争のあっせん・調停を行

います。 
 
＜開催頻度＞ 
付託案件の発生により随時開催。付託案件がな

ければ、年１回の開催を予定しています。 

施策検討部会 

 
テーマを設定し、課題を抽出し、必要な施策

について審議を行います。 
 
＜開催頻度＞ 
年２～３回の開催を予定しています。 

消費生活協働促進事業 

審査評価部会 
 
消費生活協働促進事業への応募団体の審査

及び評価を行います。 
 
＜開催頻度＞ 
年２回の開催を予定しています。 

公募委員選考部会 

 
次期審議会の市民公募委員の選考を行いま

す。 
 

＜開催頻度＞ 

平成32年度に２回の開催を予定しています。 

消費者教育推進地域協議部会 
 
消費者教育推進法に規定された市消費者教

育推進計画の作成に関して意見を述べるほか、

構成員相互の情報の交換及び調整を行います。 
審議会委員の他、専門委員が出席します。 

 

＜開催頻度＞ 

年１回の開催を予定しています。 
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施策検討部会概要 

 

設置目的 ・消費生活に関する重要な事項の調査審議を行う。 
・消費生活に関する重要な事項について市長に意見を述べる。 

【参 考】 
第11次の 
部会状況 

 
１ 審議テーマ 
  横浜市における市内事業者との連携・協力の在り方 
  （平成30年９月12日 報告） 
 
２ 部会開催回数 

５回（平成29年２月、７月、12月、平成 30年３月、６月） 
 
３ 報告の概要 
  「営利活動が基本の事業者の考え方を十分に理解し、共に歩むため、効果

的な情報共有と協働の推進を目指す」ことを基本的な考え方として、以下の

４つの対応の方向性を示した。 
  
対応の方向性１ 
事業者との情報共有の推進 

 
対応の方向性２ 
従業員への消費者教育の推進 

 
対応の方向性３ 
 事業者と連携した一般人向けの消費者教育の推進 

 
対応の方向性４ 
  事業者と連携した消費者被害防止の視点からの見守りの推進 

第 12次の部会

開催見込 

開催回数 ５回程度（予定） 

任期内の 
開催見込 

＜平成 30（2018）年度＞ 

１回（H31年１～２月頃） 

 

＜平成 31（2019）年度＞ 

３回  

（６～７月頃、11～12月頃、H32年２～３月頃） 

 

＜平成 32（2020）年度＞ 

１回（５～６月頃） 
 

※審議状況によって変更する場合があります。 
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消費者教育推進地域協議部会概要 
 

設置目的 
構成員相互の情報交換を行うとともに、横浜市消費者教育推進計画の策定

及び変更に関して、総合的、体系的かつ効果的な推進にかかる意見を行うこ

とを目的とする。 

専門委員 

【参考】第 11次部会における専門委員  
○横浜市消費生活総合センター センター長 
○（公財）横浜市老人クラブ連合会事務局長 
○（公財）横浜市国際交流協会事務局長 
○（福）横浜市社会福祉協議会横浜生活あんしんセンター事務長 
○横浜市教育委員会事務局北部学校教育事務所指導主事室指導主事 

【参 考】 
横浜市消費

者教育推進計

画について 

消費者教育推進の考え方を定めた「横浜市消費者教育推進の方向性（平成

27年９月策定）」に沿って、本市が推進する消費者教育事業を取りまとめた

単年度計画を毎年策定。策定にあたっては、教育部会でご意見をいただき、

各区局における事業の実施状況の確認等を行う。教育部会からいただいた意

見等は、関係区局で構成（１区 10部局 22課）する横浜市消費者教育推進庁

内連絡会議で事務局からフィードバックをする。 

 開催回数 ２回（予定） 

 

 

 

第12次の部会

開催見込 

任期内の 
開催見込 

＜平成 31（2019）年度＞ 

※５月に書面表決により、31年度計画を確定 

１回（７月） 

・H30年度の振返り、H31年度の進捗状況確認、H32年度 

計画に向けた意見聴収 

 

＜平成 32（2020）年度＞ 

※５月に書面表決により、32年度計画を確定 

１回（７月） 

・H31年度の振返り、H32年度の進捗状況確認、H33年度 

計画に向けた意見聴収 
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消費生活協働促進事業審査評価部会概要 
 

設置目的 

消費生活協働促進事業の募集内容の検討、実施団体の審査・選考、事業

の評価などを行う。 
 
＜消費生活協働促進事業の概要＞ 
市内活動団体から「消費者被害の未然防止」や「消費者市民社会の実現」

に向けた取組を募集し、審査を経て採択された団体と横浜市が協働で事業

を実施する。 

【参 考】 
平成30年度消

費生活協働促

進事業につい

て 

【平成 30年度事業の審査・選定について】 

 ６団体※からの申込みがありましたが、審査の結果、２団体が選定 

されました。 

※消費者被害の未然防止に向けた取組（２団体）、消費者市民社会の実現に向 

けた取組（４団体） 

 

区分 実施団体 事業名 事業内容 
消
費
者
市
民
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組 

特定非営利

活動法人 

森ノオト 

（40万円） 

横浜の地産地

消を未来につ

なぐ編集会議

＆文化祭 

横浜の地産地消の普及啓発と消費者市民社会の

実現に向けた取組として、地産地消の恵みを味

わい、学べる文化祭を開催する。開催にあたっ

ては、市民から企画・運営に関わるメンバーを

募り、月１回の編集会議を実施する。 

横浜市資源

リサイクル

事業協同組

合 

（40万円） 

「地産地消」

と「地域循環

型びんリユー

スシステム」

が織りなす環

境配慮型消費

行動のススメ 

地産地消飲料の原料産地やリユースびんに関わ

る現場を巡るツアーと環境配慮型消費生活につ

いての情報発信と意見交換を行なうシンポジウ

ムを開催する。 

 

第 12次の部会

開催見込 

開催回数 ４回（予定） 

任期内の 
開催見込 

＜平成 31（2019）年度＞ 

２回  

４月：H31年度事業応募団体の審査 

６月：H30年度実施事業評価 

 

＜平成 32（2020）年度＞ 

２回  

４月：H32年度事業応募団体の審査 

６月：H31年度実施事業評価 
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公募委員選考部会概要 
 

設置目的 

横浜市消費生活審議会委員公募要領に従い、市民からの公募による委員を

選考する。 
審議会において、消費者を代表する委員の一部を市民からの公募による委

員とすることにより、市民の立場からの意見及び提案等を政策形成過程に活

用するとともに、審議会を市民に開かれたものとし、市民との協働による消

費者行政の実現を図ることを目的とする。 

【参 考】 
第12次市民委

員公募につい

て 

 【第12次市民委員公募の概要】 

応募資格 
消費者問題に関心があり、平日の昼間に開催される会議に出 

席できる、市内在住の20歳以上の方 

募集人員 若干名 

募集期間 平成30年５月28日～平成30年６月27日 

応募方法 郵送、持参、ファックス、電子メール 

選考方法 

 

応募用紙に記載されているこれまでの活動経歴・自己ＰＲ・志

望動機及び作文（「消費者問題について関心のある事項や必要と

考える取組」）を総合的に審査して選考 

募集結果 15名（男性12名、女性３名）  

選考結果 ２名（男性１名、女性１名） 
 

第 12次の部会

開催見込 

開催回数 ２回（ただし、市民委員に欠員が生じた場合には、必要に応じ

開催します。） 

任期内の 
開催見込 

＜平成 32（2020）年度＞ 

２回  
 ５月：公募スケジュール等の関係事項の確認 
 ８月：応募者の選考 
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消費者被害救済部会概要 
 

設置目的 
消費者から申出のあった消費生活上の被害に対し、消費生活総合センター

において、被害救済のための必要な助言その他の措置をとったにもかかわら

ず、解決することが困難であった紛争について、あっせん及び調停等を行う。 

【参考１】 

消費生活相談

の流れ 

１ 相談の受付（助言・他機関紹介、情報提供等の実施） 

２ 相談員によるあっせん 

３ 三者面談によるあっせん 

（必要に応じて実施。消費者・事業者・消費生活相談員の三者） 

４ 付託要件等の適合性の検討 

５ 選定会議による付託案件の決定 

【参考２】 
審議会におけ

るあっせん・調

停の実績 

・エステティックサロンにおける美容器具及び健康食品の購入に係る 
紛争案件（平成 14年９月 24日付託、12月 25日報告、あっせん解決） 

・学習教材の購入契約に係る紛争案件（平成 15年５月９日付託、９月 

 ３日報告、あっせん解決） 

・有料老人ホーム入居契約に係る紛争案件（平成 16年１月 26日付託、 

11月 15日報告、あっせん・調停打ち切り） 

第 12次の部会

開催見込 

開催回数 
付託案件の発生により随時開催 
なお、付託案件がない場合には２回（年１回）の開催を予定

しています。  

任期内の 
開催見込 

※付託案件がない場合 
 
＜平成 31（2019）年度＞ 

１回（８月頃） 

 

＜平成 32（2020）年度＞ 

１回（８月頃） 
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【参 考】審議会での審議状況 

 期間 審議テーマ 部会・開催回数 具体的な取組内容 

１ 
平成８年10月～

10年 9月 

 消費者の主体的活動

の支援の在り方につい

て（答申） 

審議会          ６回 

消費者支援部会     １１回 

○学校における消費者教育

の充実 

○消費生活推進員活動の活

性化 

２ 
平成10 年10月～

12 年 9月 

消費者の被害未然防

止等の在り方について

（報告） 

審議会          ５回 

被害未然防止部会    １６回 

○効果的な情報提供の推進 

○件数増等に対応した相談

体制の強化策 

３ 
平成12 年10月～

14 年 9月 

事業者指導及び被害

救済システムの在り方

について（報告） 

審議会          ５回 

事業者指導・被害救済システム活性化

専門部会      １２回 

○条例を適用した事業者指

導及びあっせん・調停の実

施及び要領等の整備 

４ 
平成14年10月～

16年 9月 

社会経済状況の変化

を踏まえた消費生活条

例の在り方について 

（答申） 

審議会          ６回 

消費者被害救済部会    ６回 

条例・施行規則及び消費生活関連施策

の在り方に関する専門部会  １１回 

○第５次で行う条例改正に

向けての検討 

５ 
平成16年10月 

～18年 9月 

消費者基本法に対応

した、横浜市消費生活条

例の在り方について 

（答申） 

審議会          ３回 

消費者被害救済部会    １回 

消費者基本法に対応した、横浜市消費

生活条例の在り方に関する専門部会          

６回 

○第４次答申の内容を踏ま

えて、消費者基本法に対応

した消費生活条例の整備

充実を図るための検討 

○条例改正 

６ 
平成18年10月～

20年９月 

 消費者教育・学習支援

の在り方について 

（報告） 

審議会          ２回 

消費者被害救済部会    ２回 

消費者団体等協働促進事業評価審査部会３回 

消費者教育・学習支援部会 ３回 

○消費者団体等協働促進事

業審査評価部会の新設 

７ 
平成20年10月～

22年９月 

 今後の横浜市の消費

者行政の在り方につい

て（提言） 

審議会          １回 

消費者被害救済部会    ２回 

消費者団体等協働促進事業審査評価部会４回 

施策検討部会       ６回 

○消費者安全法施行に伴う

変革を受けた横浜市の今

後の消費者行政の在り方

についての検討 

８ 
平成22年10月～

24年９月 

 消費生活に係る実態

の把握と消費者行政の

課題について（報告） 

審議会          １回 

消費者被害救済部会    ２回 

施策検討部会       ６回 

消費者団体等協働促進事業審査評価部会４回 

○消費生活実態アンケート

を実施 

○調査結果を踏まえた今後

の横浜市の消費者行政の

課題の検討 

９ 
平成24年10月～

26年９月 

 新たな視点での消費

者教育について（報告） 

審議会          ２回 

消費者被害救済部会    ２回 

施策検討部会       ６回 

消費者団体等協働促進事業審査評価部会４回 

○消費者教育の内容と情報

提供の仕組みの検討 

10 
平成26年10月 

 ～28年９月 

 地域における高齢者

の見守りの在り方につ

いて（報告） 

審議会         ３回 
消費者被害救済部会    １回 

施策検討部会        ３回 

消費生活協働促進事業審査評価部会５回 

公募委員選考部会     ４回 

消費者教育推進地域協議部会 ３回 

○高齢者の消費者被害を防

ぐための地域の見守りの在

り方について、既にある見

守りの仕組みに消費者被害

防止の視点を加えていくこ

とを基本とする。 

11 
平成28年10月 

 ～30年９月 

 横浜市における市内

事業者との連携・協力の

あり方について（報告） 

審議会         ３回 
消費者被害救済部会   ２回 
施策検討部会      ５回 
消費生活協働促進事業審査評価部会４回 
公募委員選考部会     ２回 
消費者教育推進地域協議部会 ２回 

○営利活動が基本の事業者

の考え方を十分に理解し、

共に歩むため、効果的な情

報共有と協働の推進を目指

すことを基本方針とする。 
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第 12次横浜市消費生活審議会のテーマ（案） 

  

※第12次横浜市消費生活審議会任期：平成30年 10月～平成32年９月 

 

 

テーマ（案）：若年者への消費者教育の在り方 

 

【１．テーマ選定の背景】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２．テーマ（案）に関する課題】 

○ 改正民法が施行される前（2022年４月施行予定）に、これまでの消費者教育に加え、成年年齢引下

げを踏まえた消費者教育に早期に取り組んでいく必要がある。 

○ 教育委員会や教育現場（小学校・中学校・高校・専門学校・大学等）との連携・調整を図っていくこ

とが重要。特に、高校・専門学校・大学との連携は、現状、十分ではない。 

 

【３．具体的な審議内容（案）】 

① 成年年齢引下げを見据えた消費者教育の推進 

② 教育委員会等（小学校・中学校・高校・専門学校・大学）との連携   等 

「18歳」、「19歳」の相談件数（H26～
H28の平均値）がともに145件なのに対

し、「20歳」は330件と約2.3倍増加。 
成年に達することで、契約や購入をする

機会が増えることや成人を迎えた若年者

を狙う悪質業者による勧誘により、相談件

数が突出して多くなる傾向が見られる。 

○2018 年６月 13 日に成年年齢を引き下げる改正民法が成立。成年年齢が引き下げられると、18
歳・19 歳は未成年取消権の行使ができなくなり、消費者被害が低年齢化する恐れがある【図１】

ため、若年者への消費者教育は喫緊の課題。 
○実践的な消費者教育の実施を推進するため、関係省庁（消費者庁、金融庁、法務省、文部科学省）

が連携し、2018 年度から 2020 年度の３年間を集中強化期間とする「若年者への消費者教育の推

進に関するアクションプログラム」が策定された。これにより、教育委員会や学校関係者等と連携・

協力し、高等学校、大学等における消費者教育の推進や教員による消費者教育の指導力向上等が地

方公共団体にも求められている。【資料３】 

【図１】18歳～24歳における消費生活相談件数（平成26年から平成28年の３か年の平均値） 
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第 12次横浜市消費生活審議会委員所属部会（案） 

 

委員名 施策検討部会 消費者教育推進

地域協議部会 

消費生活協働促

進事業審査評価

部会 

公募委員選考 
部会 

消費者被害救済

部会 

天野委員    〇 〇 
石塚委員     〇 
梅本委員    〇 〇 
榎本委員 〇     
大澤委員  〇   〇 
大森委員   〇  〇 
河合委員  〇 〇   
栗田委員  〇    
佐藤委員 〇     
清水委員 〇     
城田委員 〇    ○ 
多賀谷委員  ○  〇  
田中委員 〇     
長尾委員 〇     
星野委員 〇     
細川委員 〇     
村委員 〇     
森委員  〇    
楊委員   〇  〇 
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第 12次横浜市消費生活審議会スケジュール（案） 

 
（第11次のスケジュールを基に作成しています。） 

 
施策検討部会 消費者教育推進 

地域協議部会 
消費生活協働促進

事業審査評価部会 
公募選考部会 
（※１） 

消費者被害 
救済部会（※２） 

30 
年 
度 
 

10月      

11月      

12月 第１回審議会（会長・副会長選出、審議テーマの決定） 

１月      

２月      

３月      
31 
年 
度 

４月      

５月      
６月      

７月      

８月      

９月      

10月 第２回審議会（各部会の審議状況中間報告、審議テーマに関する全体議論） 
11月      

12月      

１月      
２月      

３月      
32 
年

度 

４月      
５月      

６月      

７月      

８月      

９月 第３回審議会（各部会の審議状況報告、審議テーマに関する報告書の確定） 
 
（※１）公募委員選考部会は市民委員に欠員が生じた場合、任期の残任期間に応じ随時開催 
（※２）消費者被害救済部会は付託案件が生じた場合は随時開催 

第２回部会 

第３回部会 

第４回部会 

第５回部会 

第１回部会 

第２回部会 

第１回部会 

第２回部会 

第３回部会 

第４回部会 

第１回部会 

第２回部会 

第１回部会 

市
民
委
員
に
欠
員
が 

 
 

 
 

生
じ
た
場
合
随
時
（
※
１
） 

付
託
案
件
が
発
生
し
た
場
合 

随
時
（
※
２
） 

付
託
案
件
が
発
生
し
た
場
合 

随
時
（
※
２
） 

第１回部会 

第２回部会 

市
民
委
員
に
欠
員
が 

 
 

 
 

生
じ
た
場
合
随
時
（
※
１
） 



若年者への消費者教育の推進に関するアクシヨンプログラム

E豆亘

2018年2月20日

若年者への消費者教育の推進に関する

4省庁関係局長連絡会議決定

（改定・ 2018年7月12日）

民法の成年年齢引下げに向けた検討が進められていることを踏まえ、若年者

資料3

の消費者被害の防止・救済のため、また、自主的かつ合理的に社会の一員として

行動する自立した消費者の育成のための効果的な消費者教育の方策として、実

践的な消費者教育の実施が喫緊の課題となっている。成年年齢引下げを見据え、

実践的な消費者教育の実施を推進するため、関係省庁が連携し、 2018年度から

2020年度の3年間を集中強化期間とする「若年者への消費者教育の推進に関す

るアクションプログラムj を推進する。

12. 実践的な消費者教育の取組の推進j

( 1 ）高等学校等における消費者教育の推進

①学習指導要領の徹底【文部科学省】

学習指導要領の趣旨の周知・徹底を図り、社会科や家庭科を中心に各教科

等において充実した消費者教育を推進する（高等学校では、学習指導要領

に基づき、公民科において、消費者に関する問題を指導するほか、家庭科

において、消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任、消費生活と生涯

を見通した経済の計画、契約、消費者信用及びそれらをめぐる問題や消費

者の自立と支援などを指導する。）。

② 消費者教育教材の開発、手法の高度化【消費者庁・金融庁・法務省・文部

科学省】

実践的な能力を身に付ける消費者教育教材を活用した授業の実施を推進

する。実施に当たっては、消費者庁で 2016年度に作成した高校生向け消

費者教育教材「社会への扉」を全国の学校に提供し、活用を促す（2017年

度は、徳島県内の全高校で「社会への扉」を活用した授業を実施し、その

効果を検証しており、2020年度に全国で同様の授業を実施することを目指

して働きかけを行う）。（参考1) 

実践的な消費者教育の推進に当たっては、法務省で行っている法教育の取

組と必要な連携を行う。

アクティブ・ラーニングの視点からの手法等（参加型授業、模擬体験）を

用いた消費者教育により、実践的な知識の習得を推進する。

③ 実務経験者の学校教育現場での活用【消費者庁・金融庁・文部科学省】

実務経験者（消費生活相談員、弁護士、司法書士、金融経済教育の実務者



等）の有する知識や経験を活用するため、学校での外部講師としての効果

的な活用を推進する。

（活用の推進のため、独立行政法人国民生活センタ一等で研修を行うなど

して、消費者教育コーディネーターを育成し、都道府県等への配置を促進

する。）（参考2)

④教員の養成・研修【消費者庁・文部科学省】

若年者の消費者教育分科会による、大学の教員養成課程、現職教員研修、

教員免許更新講習等における消費者教育に関する取組についての取りま

どめ（平成30年6月29日）を受けた消費者教育推進会議における審議（平

成30年7月9日開催）を踏まえ、男Jj紙のとおり、教員による消費者教育の

指導力向上のための取組を推進する。

(2）大学等における消費者教育の推進

① 大学、専門学校等と消費生活センターとの連傷、消費者被害防止に関する

情報提供、取組の普及啓発等を行う。【消費者庁・文部科学省】

② 大学、専門学校等と地元の消費生活センターとの連携を支援し、出前講座

等を実施する。【消費者斤】

③大学における講義実施等を通じた正しい金融知識の普及【金融庁】

( 3）圭金並

① 全ての都道府県、政令指定都市において、消費者教育の推進に関する法律

に基づく消費者教育推進計画・消費者教育推進地域協議会の策定・設置を目

指す。【消費者庁】（参考3)

②大学等及び社会教育における消費者教育の指針を見直し、大学等及び教

育委員会に対して周知を行う。【文部科学省】

13.関係省庁聞の連携の推組

実践的な消費者教育の実施を効果的に推進するため、関係省庁は本アク

ションプログラムに沿って緊密に連携して各種取組を進めていく。

[4.各施策の実施時期とフォローアッ苅

( 1 ）上記の各施策については、いずれも各省庁が直ちに取り組むこととする。

( 2）また、集中強化期間の問、各年度において、各施策の進捗状況のフォロー

アップを行い、本アクシヨンプログラムの着実な実施を確保するとともに、

必要な施策について検討する。その際、必要に応じて消費者教育推進会議の

意見を聴く。

（以上）
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日目
教員による消費者数育の指導力向上のための

教職課程、免許状更新講習及び教員研修に関する取組

実践的な消費者教育の実施に向け、教員による消費者教育の指導力向上を図

るため、教員の養成・研修について、関係省庁（消費者庁、文部科学省、金融庁、

法務省）等が連携し、以下の取組を推進する 1。

J 1 .教職課程における消費者教育の内容の充実｜

公民科及び家庭科の教職課程において、消費者教育に関する内容についての

実践的な能力を生徒に対して指導する力が身に付けられるよう、大学に対し

て促す。（文部科学省）

公民科及び家庭科における消費者に関する問題文は消費生活に関する事項

について、教職課程で共通的に修得すべき資質能力を示す参考指針の策定等

の際に取扱いを検討する。（文部科学省）

12.有機的に連携した継続的な体制の構築｜

教職課程における教員養成から現職教員に対する研修等まで有機的に連携

した一貫した体制を構築するため、大学と都道府県教育委員会等との問で協

議する場として教員育成協議会の活用を、大学並びに都道府県及び指定都市

に対して促す。（文部科学省）

教員育成協議会に消費者教育について協議する分科会等を設け、地域の消費

者行政担当部局を参画させることの検討を促す。（消費者庁、文部科学省）

同協議会に参画する地域の消費者行政担当部局を支援するため、消費者教育

の知見など必要な情報を提供する。（消費者庁、独立行政法人国民生活セン

ター）

13.現職教員に対する講習、研修における講座の開設数の増加及び内容の充実｜

( 1 ）免許状更新講習に係る取組

① 「必修領域Jでの消費者教育の取扱い

消費者教育を含む成年年齢の引下げに関する事項については、免許状更新

講習の「必修領域」において取り扱うことができることを都道府県教育委

員会等及び大学に周知する。（文部科学省）

1本文書中、特に定義のない文言については、消費者教育推進会議「若年者の消費者教育
分科会」取りまとめ（平成30年6月 29日）中の用語の例による。
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② 「選択領域」での講座開設数の増加等

免許状更新講習の「選択領域jにおける消費者教育に係る講習の開設数を

増加させ、また、講習内容についても、実践的な消費者教育を指導できる

内容となるよう促す。（文部科学省）

③新たな主体による講座開設

全国の教員に講習の機会を提供できるよう独立行政法人国民生活センタ

一等が講習開設者となることを検討し、実施に向けて取り組む。（消費者

庁、独立行政法人国民生活センター）

( 2）教員研修に係る取組

①研修開設数の増加

中堅教諭等資質向上研修等の教員研修において、消費者教育を扱う研修

を積極的に実施するよう、都道府県教育委員会等に対し促す。（文部科学

省）

②独立行政法人国民生活センターや地域の消費生活センターによる研修の

実施と都道府県教育委員会等との連携強化

都道府県教育委員会等の意向を汲みつつ、独立行政法人国民生活センタ

ーや地域の消費生活センターによる、教員向けの研修の実施に向け取り

組む。（消費者庁、独立行政法人国民生活センター）

都道府県教育委員会等が、上記研修を教育委員会の法定研修等としても

積極的に位置付けるよう促す。（文部科学省）

③教員研修用講義動画の配信

独立行政法人教職員支援機構による、消費者教育に関する教員研修用講

義動画の配信など、各地域における研修の充実に向けた、コンテンツの提

供及び周知等に取り組む。（文部科学省、独立行政法人教職員支援機構）

④学校管理職に対する研修の充実

学校管理職における外部人材の活用や教科関連携の重要性に関する理解

のため、研修が適切に行われるよう促す。（文部科学省）

14.外部人材等の活用及び育成｜

( 1 ）外部人材の活用に向けた働き掛け、情報提供

教職課程、免許状更新講習及び教員研修において、大学及び都道府県教育委

員会等が、必要に応じて、外部人材を講師として活用するよう促す。（文部

科学省）
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各種の団体と協議して、教育現場で活用できる外部人材について情報収集を

行い、収集した情報をもとに人材パンクを構築する。（消費者庁）

(2）消費者教育コーディネーターの業務遂行のための環境整備

消費者教育コーディネーター2の質的保証のために、コーディネーターとし

て適した者の情報収集を行い、例えば認定制度を設けるなどして、認定され

たコーディネーターを人材パンクに登録し情報発信する。（消費者庁）

コーディネーターの設置に向け、都道府県及び指定都市に対して財源に係る

支援を行う。（消費者庁）

独立行政法人国民生活センターにおいて開催するコーディネーター育成講

座の内容を充実させ、開催地及び開催回数を増やすことを検討し、実施する。

また、独立行政法人国民生活センターの講座の開設や相互の意見の交換の場

を設けるなど、コーディネーター自身に対する研鎮の場の提供について検討

し、実施する。（消費者庁）

大学及び教育委員会等に対し、外部人材との連携を行うヨーディネーターの

制度を周知し、活用を促進する。（文部科学省）

2消費者教育を担う多様な関係者や場をつなぐため、聞に立って調整をする役割を担う者
（消費者教育の推進に関する基本的な方針（平成25年6月 28日閣議決定、平成 30年3

月 20日変更）参照）
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［注記】なお、平成30年3月末日寺点において、
・香川県でも計函策定済み ＝争協議会未設置察は大阪府のみ

参考3 ・和歌山県でも協議会設置済み と確認。 （計画は47都道府県で策定済み）

0消費者教育推進計画の策定状況 【現状］46都道府県で策定済み

〈平成30#:-1同現在｝

重警

0消費者教育推進地域協議会の設置状況 ｜【現状】45都道府県で設置済み｜

護家
笠且旦主坦星fil

7 



（別添）

若年者への消費者教育の推進に関する4省庁関係局長連絡会議について

l 趣旨

平成 30年 2月20日

4省庁申し合わせ

民法の成年年齢引き下げに向けた検討が進められていることを踏まえ、若年

者の消費者被害の防止・救済のため、また、自主的かつ合理的に社会の一員と

して行動する自立した消費者の育成のための効果的な方策として、実践的な消

費者教育の実施が喫緊の課題となっている。

この取組を推進するにあたり、関係省庁が緊密に連携して取組を推進するた

め、「若年者への消費者教育の推進に関する4省斤関係局長連絡会議」を設置

し、若年者における効果的な消費者教育の実施、関係者の取組推進のための方

策等について検討する。

2. 会議構成員

消費者庁

文部科学省

法務省

金融庁

消費者庁次長

生涯学習政策局長

初等中等教育局長

大臣官房司法法制部長

総括審議官

3. 担当課長会議構成員

4省庁関係局長会議の下に、担当課長会議を置く。

消費者庁 消費者教育・地方協力課長

文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課長

初等中等教育局教育課程課長

教職員課長

法務省 大臣官房司法法制部司法法制課長

金融庁 総務企画局政策監理官

4. 庶務

消費者庁消費者教育’地方協力課において処理する。
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